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   再生医療に関する広告等への対応について 

「医業もしくは歯科医業又は病院もしくは診療所に関して広告し得る事項及び広告適

正化のための指導等に関する指針（医療広告ガイドライン）」については、平成１９年４月

９日付け釧保保第１３３号により周知しているところです。 

 今般、原則として広告できない再生医療に関する広告が見受けられることについて、厚

生労働省医政局総務課長から別添のとおり通知がありましたので、お知らせします。 
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